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ご提出いただく「抽選参加申込書」に記入された団体に関し、実体のない社名使用、重複参加、

他社名無断使用、等の虚偽申請がみられたことから、今後いっそうルール遵守の徹底を図り公平

公正に抽選を行ってまいりますので、以下ご確認の上、ご協力をお願い致します。 
 
１． 抽選参加申込用紙は一団体 2 枚までの配布です。 
  ＊2 枚提出する場合はそれぞれ別の日を記入してください。 

＊同系団体もそれぞれ別の日の希望を出してください。 
２． 用紙を受取る人は所属団体を明確にしてください。 

＊受取人ひとりが一団体の代表者とみなし、2 枚までお渡ししますが、名前を変えて再度 
取りに来た場合はどちらも無効と致します。 

＊受取人には、氏名・所属団体を示す社員証や委任状の提示を求める場合があります。 
３． 提出期限後の「12 日から 19 日」に書類審査を行います。 
  ＊記入漏れや記載ミスもこの時点で失格となります。 
  ＊その他、不備・不正が認められた団体は失格とし、20 日の公開抽選会で報告いたします。 
4． 20 日の抽選会以降は従来どおりの流れです。 
  ＊当選された主催者に直接連絡します。 
  ＊「使用承認申請書」を速やかにご提出ください。 
  ＊25 日 17 時までに申込および使用料金支払がない場合は、キャンセルとみなし、こちらか 

ら確認の電話は致しません。 
＊空いた分は、翌日 9 時より先着順の受付となります。（電話予約不可） 

5． その他の注意 
  ＊当選後、料金支払いが済んでいても「使用申込書」に社判押印のないものは当日、 

会場を使用できない場合があります。 
  ＊使用当日、主催団体の使用実態がない場合は「譲渡」または「虚偽申請」として以後抽選 

参加出来なくなります。 
  ＊使用当日にやむを得ず発生した「延長料金」の支払が滞っている場合、抽選に参加出来な 

い場合があります。 
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